
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．森林・⼭村多⾯的機能発揮対策交付⾦ 1,344（1,413）百万円
○ 地域住⺠、森林所有者等地域の実情に応じた３名以上で構成する活動組織
が実施する⾥⼭林の保全、森林資源の利活⽤等の取組を⽀援します。

○ 森林経営計画が策定されていない0.1ha以上の森林を対象に、1活動組織当
たり500万円/年（国からの交付額）を上限として⽀援します。採択に当たっては、
3年間の活動計画等が必要です。

○ 地⽅公共団体の⽀援のある活動や地域コミュ⼆ティの活性化を図るため中⼭間
地域における農地等の維持保全にも資する取組、有⼈国境離島地域で計画さ
れた活動等を⾏う場合は、優先的に⽀援します。

２．森林・⼭村多⾯的機能発揮対策評価検証事業 9（12）百万円
○ 森林・⼭村多⾯的機能発揮対策交付⾦による活動の成果を評価・検証します。
○ 地域協議会、活動組織を集めた活動内容の報告・意⾒交換会等を開催します。

［お問い合わせ先］林野庁森林利⽤課（03-3502-0048）

森林・⼭村多⾯的機能発揮対策 【令和２年度予算概算決定額 1,353（1,425）百万円】

＜対策のポイント＞
森林の多⾯的機能の発揮を図るとともに⼭村地域のコミュニティを維持・活性化させるため、地域住⺠等による森林の保全管理活動等の取組を⽀援します。
＜政策⽬標＞
○ 各⽀援メニューごとに設定された森林の多⾯的機能の発揮に関する⽬標を達成した活動組織の割合（ ８割 ［令和３年度まで］ ）
○ ⾃主的に横展開を図る取組を⾏うなど地域コミュニティの維持・活性化につながる活動を⾏った活動組織の割合を毎年度増加

国

＜事業の流れ＞ ⾃ら設定する成果⽬標に基づき活動組織が事業
の⾃⼰評価（モニタリング調査等）を実施

メインメニュー

サイドメニュー（メインメニューと組み合わせて実施）

国 ⺠間団体等
委託

森林・⼭村多⾯的機能発揮対策交付⾦

評価検証事業 ・活動の成果の評価・検証（モニタリング調査の分析等を含む）
・地域協議会、活動組織を集めた報告・意⾒交換会等

地域協議会 活動組織
（１の事業）

交付（定額、１/２、１/３以内）交付（定額、１/２、１/３以内）

都道府県 市町村
交付（定額）交付（定額）

（２の事業）

⾥⼭林景観を維持するため
の活動

12万円/ha

【60,294千円】

侵⼊⽵の伐採・除去活動

28.5万円/ha

しいたけ原⽊などとして
利⽤するための伐採活動

12万円/ha

森林資源利⽤タイプ地域環境保全タイプ

森林機能強化タイプ

路網の補修・機能強化等 800円/m １/２（⼀部１/３）以内

活動の実施に必要な機材及び資材の整備


